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都道府県公害審査会の動き 

（令和４年４月～６月） 
公害等調整委員会事務局 

１．受付事件の状況 

事件の表示 事  件  名 受付年月日 

神奈川県 

令和４年(調)第２号事件 
隣接コインパーキングからの騒音等防止請求事件 R４.６.13 

神奈川県 

令和４年(調)第３号事件 
隣家からの低周波音防止請求事件 R４.６.14 

山梨県 

令和４年(調)第２号事件 
幼児・児童用施設からの騒音被害防止請求事件 R４.５.20 

大阪府 

令和４年(調)第２号事件 
通所介護施設騒音振動被害防止請求事件 R４.４.14 

大阪府 

令和４年(調)第３号事件 
解体工事等振動被害防止請求事件 R４.６.６ 

兵庫県 

令和４年(調)第１号事件 
造成工事にかかる土壌・水質汚染等対策請求事件 R４.６.６ 

２．終結事件の概要 

事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

千葉県 千葉県 コンクリ 令和３年７月16日受付 令和４年６月２日 

令和３年(調) 住民１人 ート製造  調停打切り 

第２号事件 業   

 被申請人は、コンクリート工 調停委員会は、２回

[コンクリート工

場からの騒音等

場を設置し、パワーショベ
ル、ブルドーザー等の重機
と、コンクリート運搬用のミ

の調停期日の開催等
手続を進めたが、合
意が成立する見込み

被害防止請求事 キサー車を稼働させている。 がないと判断し、調
件] 重機やミキサー車による騒音 停を打切り、本件は

は、騒音規制法の規制基準を 終結した。 
超過しており、在宅勤務や日
常生活に影響を及ぼしてお
り、生活妨害を受けているた
め。よって、被申請人は、騒
音規制法が規定する基準内の
騒音を厳守するための対策を
講じること。騒音対策ができ
ない場合は、操業場所を変更
すること。 
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

神奈川県 神奈川県 神奈川県 令和４年３月１日受付 令和４年５月23日 

令和４年(調) 住民２人 住民２人  申請取下げ 

第１号事件    

 申請人は被申請人からの虚偽 調停委員会は、１回

［悪臭発生源非

該当確認等請求

の悪臭騒ぎに関し、令和２年
８月から現在まで極めて甚大
な精神的苦痛を受け続けてい

の調停期日の開催等
手続を進めたが、申
請人は調停申請を取

事件］     ることから、何とか被申請人 り下げたため、本件
の悪臭の虚偽の発言被害を食 は終結した。 
い止めることを願っているた
め。よって、(1)被申請人が
主張する悪臭は申請人が発生
源でないことを確認するこ
と、(2)被申請人は第三者に
対し、申請人が悪臭を出して
いる旨の発言をしてはならな
いこと、(3)被申請人は申請
人に対し、被申請人が主張す
る悪臭を原因とする申請人宅
への訪問及び申請人等の職場
への訪問を行ってはならない
こと、(4)被申請人は申請人
宅に対して扇風機による送
風、カメラによる盗撮を行っ
てはならないこと。 

大阪府 金属プレ 大阪府 令和３年11月１日受付 令和４年５月17日 

令和３年(調) ス製品製 住民１人  調停打切り 

第４号事件  造会社   

 申請人は住所地に所在する工 調停委員会は、３回

［工場騒音振動 場で50年来、金属プレス加工 の調停期日の開催等

被害事件］   業を行っているが、平成29年 手続を進めたが、合

頃に隣地に建売住宅が建設さ 意が成立する見込み

れ、被申請人が居住するよう がないと判断し、調

になった。平成30年頃より被 停を打切り、本件は

申請人から騒音振動に関する 終結した。 

苦情を受けるようになったた

め、申請人は騒音振動の軽減

措置を講じるとともに、建売

住宅業者も交えて話し合いを

行った。しかし、話し合いの

結果を盛り込んだ覚書を締結

する段になって被申請人は署

名押印を拒否し、その後も市

担当課に苦情の申し入れを繰

り返しているため、本調停に

及んだものである。よって、

申請人の発する騒音振動の実

情を把握するとともに、相互

理解を深めた上、共生の理念

に基づく円満解決を求める。 
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

兵庫県 小売業 兵庫県 令和３年４月28日受付 令和４年６月29日 

令和３年(調) 会社 住民１人  調停成立 

第１号事件   

 申請人が運営するコインラン 調停委員会は、６回

[コインランドリ ドリーの稼働音等による騒音 の調停期日の開催等

ーからの騒音被 により、被申請人が日々悩ま 手続を進めた結果、

害防止請求事件] されているとの相談があり、 調停委員会の提示し

解決の方法を模索したが、当 た調停案を当事者双

事者間では解決の糸口が見つ 方が受諾し、本件は

からず、調停により状況の解 終結した。 

決を望むため。よって、申請

人の実現可能な範囲での解決

策で、被申請人との合意を得

ること。 
 

 
（注）上記の表は、原則として令和４年４月１日から令和４年６月 30 日までに各都道府県公害審査会等から当委員会に報告が

 あったものを掲載しています。 
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中央合同庁舎第４号館 
 
内容等のお問い合わせ先 総務課広報担当 
Tel：03-3581-9601（内線 2315） 
     03-3503-8591（直  通） 
Fax：03-3581-9488 
E-mail：kouchoi＠soumu.go.jp 

 
※本誌に掲載した論文等のうち、意見にわたる部分は、それぞれ筆者の個人的見解であ
ることをお断りしておきます。 

 

 




